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『農業・農村のセーフティーネットを目指して』 

岩手県土地改良事業団体連合会 

2023 

令和４年度 農村景観写真コンクール 風景部門 最優秀賞  
タイトル：棚田の朝 撮影場所：奥州市江刺 
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≪目的≫ 
 会員の行う土地改良事業に関する技術的指導・支援、教育・情報提供、調査・研
究等によって土地改良事業の適切な実施と会員の効率的な運営の確保を図ること
を目的としております。また、国・県の行う事業に対する協力も行っております。 

≪性格≫ 
 土地改良事業団体連合会(以下「連合会」)は、その名称が示すように、土地改良
事業を行う団体(市町村・ 土地改良区等)の協同組織(連合会)として「土地改良法」
に基づき設立された団体です。 
 土地改良事業を行う事業主体では、事務・技術職員を充実させ、事業促進及び運
営に必要な情報資料の収集、予算の確保、土地改良施設の維持管理など多岐に亘る
業務執行が求められます。 
 これらの複雑化する問題を解決するために、土地改良事業施行団体が、自らの協
同組織として設立した団体です。 
 連合会は、土地改良法により法人とされており、その目的や業務内容、組織形態
等から広義の公法人とされており、税法上も非課税団体となっています。 

≪沿革≫ 
 戦後、国の政策による食糧増産政策に沿って、耕地整理、土地改良事業の啓発及
び推進を図るため、昭和３年に本会の前身である「岩手県耕地協会」が設立されま
した。 
 その後、土地改良法の制定に伴い、昭和27年「岩手県土地改良協会」に改称し、
昭和32年の同法改正を受け、昭和33年４月25日に「岩手県土地改良事業団体連合会」
として設立認可(農林省指令33農地第1469号)をされ、今日に至っております。 

≪会員の状況≫ 
 県内全ての市町村と土地改良区が加入しています※。 

  ※県内の市町村数：３３、県内の土地改良区数：４３
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複式簿記会計の適正な運用をサポートします。 

(1) 複式簿記会計導入の背景 
平成 31 年４月に施行された改正土地改良法により、令和４年度から全ての土地改良

区を対象に、既存の決算関係書類に加えて貸借対照表の作成・公表が義務化されました。 
本会では、新会計基準に沿った、土地改良区の複式簿記会計の適正な運用をサポート

していきます。 
 

(2) どんなサポートが受けられるの？  
① 運用に関する相談、疑問・悩みについて一緒に考え、アドバイスします 

・会計指導員の資格を有する土地連職員が会員土地改良区を訪問するなど、きめ細や
かな支援を行います。 

・本会が契約している税理士から指導、助言を受けることができます。 
・土地改良施設の資産評価に関して、土地改良施設台帳の登録に必要な「維持管理計 

画書の整備（更新）」を支援します。  
② 研修会を開催します 

・適正な会計処理の知識を習得することを目的に、複式簿記会計に関する研修会を開
催します。 

 
 

 会計指導員の資格を有する土地連職員が指導監査を行います。 
(1) 員外監事の選任の背景 

平成 31 年４月に施行された改正土地改良法により、令和５年度から全ての土地改良区
において、員外監事の選任、若しくは、公認会計士（監査法人）、税理士（税理士法人）、
会計指導の業務（指導監査）を行う都道府県土連のいずれかと契約を締結のうえ、会計
処理に関しての指導を受けることが義務化されました。   

 

(2) 都道府県土連が行う指導監査とはどのようなことを行うの？ 
① 指導監査の内容 

役職員の法令遵守や内部牽制体制の整備確保等の「指導監査のリスク細目」に焦点を
当てた業務運営、会計指導などについて指導監査を行います。 

② 指導監査の結果報告 
指導監査の終了後、所見を土地改良区に対し報告します。 
 

(3) 契約締結までの流れはどのようになっているの？ 

          
    
 
 

複式簿記会計及び指導監査について、お気軽にご相談ください。 
【 管理指導課：TEL 019-631-3202 】

２ 会計指導員が行う指導監査について 

１ 複式簿記会計の適正な運用に向けた支援について 

協議申請書の提出 
（土地改良区→土地連） 契約締結 リスク細目及び実施時期等協議  
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土地改良施設維持管理適正化事業は、土地改良施設の機能保持のために行
う「整備補修事業」や、施設管理の省エネ化・省力化を図るために行う「防災
減災機能等強化事業」などのメニューがあります。 
  
◇整備補修事業 
(1) 整備補修事業とは 
   

 

 

 

 
 
(2) 加入対象施設 

・団体営規模以上の土地改良事業により造成された土地改良施設であること。 

・１施設当たりの整備補修費が、200 万円以上であること。 

なお、県土連の施設診断を受けることが必須となります。 
 
(3) 事業費負担と助成の流れ 
   事業費拠出金  

事業主体は、５年間で加入事業費の 30％を拠出金とし 
て負担します。 

単年度の負担は６％となります。(30％÷５年) 
 工事実施時  

工事を実施する年度に加入事業費の 90％の額が、全土連 
から県土連を通じて事業主体に交付されます。残りの 10％に相当する額は、事業主体
が調達することになりますが、㈱日本政策金融公庫から融資を受けることができます。 
※事業費拠出金とは別に、事務費として加入事業費の 1.5％を５年間で負担していた

だきます。単年度の負担は 0.3％となります。(1.5％÷５年) 
 
(4) 整備補修事業の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土地改良施設の機能低下の防止、機能回復等のため、定期的に行う必要のあるポンプ・ 

モーターのオーバーホール、ゲートの塗装、用排水路の補修、機械等の部品交換、その他
の整備補修に対して助成が受けられる制度です。

この事業の仕組みは、一般的な補助事業とは異なり、５年間均等に事業費を積み立て、
決められた年度に整備補修を実施します。 

３ 適正化事業について 

事業費の負担割合 

-2-



◇防災減災機能等強化事業 

(1) 防災減災機能等強化事業とは 
   

 

 

 

 

 

 
 
(2) 加入対象施設 

・団体営規模以上の土地改良事業により造成された土地改良施設であること。 

・１施設当たりの整備補修費が、100 万円以上であること。 

 

(3) 事業費負担と助成の流れ 
   事業費拠出金  

事業主体は、５年間で加入事業費の 30％を拠出金とし 
  て負担します。 

単年度の負担は６％となります。(30％÷５年) 
 工事実施時  

工事を実施する年度に加入事業費の 100％の額が、全土連 
から県土連を通じて事業主体に交付されます。 
※事業費拠出金とは別に、事務費として加入事業費の 1.5％を５年間で負担していた

だきます。単年度の負担は 0.3％となります。(1.5％÷５年)  
 
(4) 防災減災機能等強化事業の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土地改良施設の防災・減災機能の強化、再生可能エネルギー利用及び、施設管理の省エ 
ネ化や省力化を図るため、ため池や揚排水機場等の整備、高効率モーターへの更新、再生
可能エネルギーによる発電・充電・給電設備の整備、遠隔制御機器の導入等に対して助成
が受けられる制度です。

整備補修事業と同様、５年間均等に事業費を積み立てますが、全土連が 1 年目に事業費
の 50％（地方負担相当額）を財政融資資金から借入することにより、任意の年度に事業
実施できます。 

事業費の負担割合 
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整備補修事業の例 
◆ 揚排水機場 
・揚排水機や原動機の分解、補修等 

◆ ダム、頭首工及び樋（水）門 
・門扉、開閉装置の塗装、補修等 

防災減災機能等強化事業の例 
◆ 防災・減災機能の強化 
 

◆ 施設管理の省エネ化 
 

◆ 施設管理の省力化 
 

◆ 事業実施事例【施設管理の省エネ化】 

適正化事業について、お気軽にご相談ください。 

【 管理指導課：TEL 019-631-3202 】 

〖回転体の交換〗 〖ゲートの分解整備補修〗 

〖ため池護岸の整備〗 〖樋門開閉機の電動化〗 

水位測定装置 

カメラ 
現地の水位状況を 
スマホ又は事務所の
PC で確認できる。 

ライブカメラ映像 

〖高効率型モーターへの更新〗 〖監視装置や水位計の設置〗 

〖水位測定装置・カメラの設置による水位の遠隔監視〗 水位情報 
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地域の要望に応え、ほ場整備事業導入に向けた調査計画をサポートします。 
 

(1) ほ場整備事業調査計画の流れ 
 
  

  
        
 

    

経験豊富な技術者が【事業計画】を強力にサポートします。 

 【営 農 計 画】 【事 業 計 画】 

調
査
採
択
前
年
度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

調
査
採
択
年
度 

〜  
４
年
目 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

調
査
最
終
年
度 

  

事業導入に向けて、地域が抱える課題を把握します 地域課題の把握 

事業構想策定及び事業計画策定 

 

 

 

 

③ 営農計画の検討 
・担い手育成計画  
・農地利用集積計画 
・作付体系計画 
・農業機械利用計画 

③ 事業計画の検討 
・区画計画  
・用水・排水・道路計画 
・各種手続きの事前協議 
・環境配慮計画 
・概算数量・事業費算定 
・効果算定 
・改良区加入（未加入地区の場合） 

４ ほ場整備事業調査計画業務について 

② 営農計画骨子の検討 
・営農意向調査 
・将来営農の方向性 

① 営農推進組織の設置 
 

① 調査推進組織の設置 

② 事業計画骨子の検討 
・現況把握調査  
・事業計画素案作成 
・協議関係の抽出 
・改良区加入の調整（未加入地区の場合） 

事業計画書のとりまとめ 

事業ヒアリング、法手続き、新規採択申請へ 

調査同意（90%以上） 

事業仮同意、意向確認 
(面 95%・線(点)90％以上、機構関連 100％) 

 

調査地区の選定 

基本構想の策定 
担い手の形態、候補者の選定 整備区域、工種、採択要件、概算事業費 
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(2) 図面作成例 

水土里情報システム（オルソ図）を利用した図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  事業計画地区説明図 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・ほ場整備の計画・実施設計・計画変更 
・農道、用排水路の測量調査・実施設計 
・工事費積算・施工管理などの発注者支援 

【 農村整備第一課・第二課：TEL 019-631-3203 】 

何でもお気軽にご相談ください。 
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換地業務をトータルでサポートします。 
ほ場整備事業の実施による換地業務にあっては、換地システムや図面作成システムにより従

前地等の基礎調査から換地処分登記までの換地情報を一元的に管理し、効率的で適切な成果品
を作成します。 

(1) 換地・確定測量業務の流れについて 
【 事業計画・工事関係 】 【 換地業務 】 

工
事
着
手
前 

 

 

 

 

◇ 概略設計 
 

◇ 地元説明 
◇ 実施設計 

 

 

◇ 換地委員の選任 
◇ 法務局への事業施行届 
◇ 従前地等の再調査 
★ 換地設計基準の確定 
★ 土地評価基準の作成 
◇ 土地の評価 
★ 換地計画原案の作成 
◇ 地区界の分筆・相続等代位登記 
 

工
事
中 

◇ 工事着工 ◇ 法務局へ工事着手届 

工
事
完
了
後 

◇ 工事完了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 法務局へ工事完了届 
◇ 一時利用地の指定 
◇ 確定測量 
◇ 大字・字区域等の変更 
★ 換地計画書の作成 
◇ 権利者会議 
◇ 換地計画の決定・公告縦覧 
◇ 異議申出・処理 
◇ 換地処分 
◇ 換地清算金の徴収・支払 
◇ 換地処分登記 

 

 

 

 

５ 換地・確定測量について 

★印は換地計画策定に係る業務であるため、土地改良換地士が大きく関与する業務です。 
本会の経験豊かな土地改良換地士が、業務を円滑に推進できるよう強力にサポートします。 

事  業  完  了 
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(2) 換地業務について 
 ○測量計算・図化システムによる図面作成例 

 
 

国土調査の土地境界座標値に基づき、当システムで従前図等の作成を行います。加えて、
地番・地積・地目等はもちろんのこと、所有者や耕作者の情報も一元的に管理・図化し、
権利者毎の農地の分散状況の把握や、オルソ重ね図による現地踏査図、分筆登記に係る地
積測量図、換地図及び確定図の作成など、換地計画を策定する上で必要な図面を作成する
ことができます。 

 
○換地システムによる帳票の作成例 

 
 
 
 
 
 
 
 

各筆換地等明細書をはじめ、農地中間管理事業の各種権利設定に対応した書類の作成が
でき、業務の効率化が図られます。 

 

○換地・評価委員会、各種説明会、換地委員研修への対応 
 
 
 
 
  
 
  

 
 

換地業務を円滑に
推進できるよう、 
本会の土地改良換
地士が提案・助言を
行いながら、換地評
価委員会並びに関
係機関を強力にサ
ポートします。 

換地システムにて作成した各筆換地等明細書 

換地委員研修 集落説明会 

従前図 現地踏査図 地積測量図 

当システムを活用
することで円滑な
換地業務の執行が
可能になります。 
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(3) 確定測量業務について 
確定測量は、ほ場整備区域内の換地計画決定（登記）をするための測量です。工事後の

土地の境界点を現地に標示して、土地の形状及び地積を測定します。 

○確測基準点測量 
地区近傍に設置された基準点（三角点・公共基準点）を与点として、GNSS 測量機器４

台（GPS 衛星等を利用）を使用し、確測基準点の位置を定めます。 

確測基準点への GNSS 測量機器の設置状況 
 

 

   

  

  

  

  

○境界調査  
換地委員会で定めた境界設置基準に基づき土地の境界点を設置します。 

境界杭設置状況 
 

 

 

  

  

    

  

○一筆地測量 
確測基準点を基にトータルステーション測量機器を用い、境界点の座標位置を定め、法
務局に登記の図面として提出する平板確定図を作成します。 

トータルステーションでの観測状況        平板確定図 

  

  

  

 

  

 

 

※確定測量のほか、一定地域の外周測量、分筆測量なども行っております。 

換地・確定測量について、お気軽にご相談ください。 
 【 換地課・測量課：TEL 019-631-3206 】 
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頻発化する大規模自然災害に対応するため、ため池の実態把握が急務となっています。
本業務では、ため池の劣化状況の把握に加え、決壊時の被害規模をシミュレーション（簡
易氾濫解析）し、対策緊急度を判定します。
 

(1) ため池調査・氾濫解析業務の流れ 
 
   

  
      
 
   
 

 
  

 
 
 

 
 

                         

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ため池の調査や氾濫解析が必要なため池がありましたら、ご相談ください。 
 

現地にて堤体の堤高、堤長、堤幅、堤体の主材料、堤体や施設の
劣化状況を調査します。 

地形図等を利用し、流域面積、満水面積を測定し、設計洪水量を
算定、洪水吐など既存施設の能力を検証します。 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学
研究部門の監修のもと開発された「ＳＩＰＯＮＤ（Professional 版）」
を利用し氾濫解析を実施します。 

調査、解析結果を項目ごとに数値化、判定式にて対策緊急度を総
合的に判定します。 

現地調査 

資料の収集 
諸元の整理 

簡易氾濫解析 

対策緊急度判定 

氾濫区域内の人家戸数確認 

簡易氾濫解析図 
ため池点検判定個表（豪雨） 【様式３】

局コード 市町村名 整理番号

2 ○○市 0321553033
受益面積(ha) X:流域面積(km2) 流域比(X/Y) 堤高(m) 堤長(m)

1.6 0.029 9.7 1.6 65.0

構造的危険度判定表 下流状況（影響度）判定表 １．一次判定（決壊危険度）
判定項目 判定基準 配点 判定 配点 判定 判定

堤体緒元 堤体材料 ａ： 砂質土 5 人家 ａ： 1戸以上 30

ｂ： 砂礫 3 ｂ： 人家無し 0

ｃ： 粘質土 1 公共施設 ａ： 学校、病院等有り 30

堤　高 ａ： 10m以上 3 ｂ： その他公共施設有り 15

ｂ： 5m以上～10m未満 2 ｃ： 公共施設無し 0 yesが3個      ：Ａレベル

ｃ： 5m未満 1 国道等 ａ： 高速道、国道、地方道有り 20 yesが2個　　　：Ｂレベル

堤　長 ａ： 100m以上 3 ｂ： その他有り 10 yesが1個　　　：Ｃレベル

ｂ： 50m以上～100m未満 2 ｃ： なし 0 yesが0個　　　：Ｄレベル

ｃ： 50m未満 1 人家 ａ： 1戸以上 20

天端幅 ａ： 2m未満 3 ｂ： 人家無し 0
ｂ： 2m以上～3m未満 2 公共施設 ａ： 学校、病院等有り 20

ｃ： 3m以上 1 ｂ： その他公共施設有り 10 ２．二次判定（重要度）
堤体老朽度 余裕高 ａ： 0～30cm未満 15 ｃ： 公共施設無し 0 影響度 依存度

ｂ： 30cm以上～1m未満 10 国道等 ａ： 高速道、国道、地方道有り 10  ｎ： v：
ｃ： 1m以上～2m未満 5 ｂ： その他有り 5 ｍ： w：

ｄ： 2m以上 0 ｃ： なし 0  ｆ ： x：
断面不足 ａ： 20%以上 15 被害想定区域 人家 ａ： 5戸以上 5

ｂ： 10%以上～20%未満 10 　１，２以外 ｂ： 1戸以上～5戸未満 3
ｃ： 5%以上～10%未満 5 ｃ： 人家無し 0 立地条件

ｄ： 5%未満 0 公共施設 ａ： 学校、病院等有り 5
クラック ａ： 10cm以上 30 ｂ： その他公共施設有り 3

ｂ： 5cm以上～10cm未満 15 ｃ： 公共施設無し 0
ｃ： 5cm未満 10 国道等 ａ： 高速道、国道、地方道有り 3

ｄ： なし 0 ｂ： その他有り 1
漏水状況 ａ： 法全体にわたる漏水 30 ｃ： なし 0 ３．総合判定早見表

ｂ： パイピングによる顕著な漏水 15 ａ： 河川・砂防指定区域内に設置 5

ｃ： ａ，ｂ以外で漏水あり 10 ｂ： 河川・砂防指定区域の直上流に設置 3 v w x v w x v w x

ｄ： なし 0 ｃ： 河川・砂防区域と関連無し 0
洪水吐 洪水吐の有無 ａ： 無し 15 農地 ａ： 100ha以上 5

ｂ： 断面不足 10 ｂ： 50ha以上～100ha未満 3

ｃ： 有り（断面確保） 0 ｃ： 10ha以上50ha未満 1
沈下・破損状況 ａ： 有り 5 ｄ： 10ha未満 0

ｂ： 無し 0 農業用施設 ａ： 有り 3

緊急放流施設等 施設の有無 ａ： 無し（機能不全も含む） 15 ｂ： 無し 0

（底樋を含む） ｂ： 有り 0 156 26

底樋年代 建造年代 ａ： 大正以前 10

ｂ： 昭和以降 0 依存度判定表
合　　計　　点 149 40 配点 判定

ため池受益面積 ａ： 100ha以上 7

ｂ： 20ha以上～100ha未満 5

周辺環境危険度判定表 ｃ： 5ha以上20ha未満 3

判定項目 判定基準 配点 判定 ｄ： 2ha以上～5ha未満 1

ため池流域比 ａ： 220～ 60 ｅ： 2ha未満 0
ｂ： 170～220 30 ため池用水依存率 ａ： 100%（ため池以外水源無し） 7

ｃ： 120～170 15 ｂ： 50%以上～100%未満 5
ｄ： 60～ 120 10 ｃ： 0%～50%未満 3 ４．総合判定結果
e： 10～ 60 5 合　　計　　点 14 7

f： 0～ 10 0
ため池流域崩落履歴 ａ： 数年おきに崩落が起きる 10 立地条件補正指標
（崩落には小規模なもの含む） ｂ： 過去10年に崩落履歴あり 5 配点 判定

ｃ： 過去10年に崩落履歴なし 0 地震区分 ａ： 強震帯 1 注意事項：上記の総合判定基準はあくまで目安であって、整備の緊急性が低いからといって必ずしも安全であるとは断定できない。また、緊急整備実施の決定は個別のため池毎の固有の状況を勘案して定めるものであることに留意すること。
接続道路 ａ： 提体に導水する勾配で接続 10 ｂ： 中弱震帯 0

ｂ： 池敷き周辺に道路が存在 5 重ね池 ａ： 上流に池がある 1
ｃ： 接続道路なし 0 ｂ： 上流に池はない 0

合　　計　　点 80 5 合　　計　　点 2 1

最寄のアメダス等 既往日最大雨量 流域の主な植生

○○ため池

都道府県コード 池名 池の所在地 管理団体（者） 連絡先 連絡先電話番号

146 樹木無し

貯水量(千m3) Y:満水面積(km2) 天端幅（ｍ） 地震関連法定計画への記載 地域防災計画への記載 既往最大時間雨量 既往最大震度

6強

判定項目 判定基準 決壊判定式 Ｚ値 各式における決壊の的中特性

4.4 0.003 3.2 無し 無し 44

決壊危険度判定の評価

Ａﾚﾍﾞﾙ:決壊危険性が非常に高い　

0

Ｂﾚﾍﾞﾙ:決壊危険性が高い　

2

Ｃﾚﾍﾞﾙ:決壊に注意すべき　

台風23号級の降雨があると89%的中率で決壊

②式(日雨量100ﾐﾘ) -2.88 no 日雨量100ﾐﾘ級降雨があると80%的中率で決壊

0

③式(日雨量60ﾐﾘ) -1.95 no 日雨量60ﾐﾘ級降雨があると80%的中率で決壊

1

１．ため池堤体直

下想定被害区域
のうち

0
①式(台風23号式) -5.92 no

1

0堤体下流100m以
上500m未満

10
5

100以上

1

堤体下流100m未

満

決壊危険度判定

0

10～

50～99   5～9 ●

Ｄﾚﾍﾞﾙ:決壊危険性は低い　

２．ため池堤体直

下想定被害区域
のうち

20

0～49 ●   0～  4

0
0

0

s：立地条件判定指標1以上 ●

0

t：立地条件判定指標0

1

0
河川（2級河

川以上） 0

ｎ ｍ ｆ

緊急整備の優先度が高く、より
詳細な点検・調査を要する

A

s

0

B

s

10
0 t

0
早急な整備が望まれ、より詳細
な点検・技術的調査を要する

15 t
合　　計　　点

0

C

s

整備の緊急性は低いが、必要
に応じ詳細点検・技術的調査を

要する

0
D

s

判定項目 判定基準
t

●

0
7

緊急整備の優先度が高い
早急な整備が望まれる

t

0

整備の緊急性は低い ●

判定項目 判定基準

1
上記の総合判定基準は目安であって、緊急整備実施の判断は、より詳細な点
検・調査の実施及びその他の状況等を総合的に勘案して、ため池毎に定めるも

のであることに留意すること。5
0

農地、農業用
施設にあって

は１，２含む

農地、農業用
施設にあって

は１，２含む

対策緊急度判定個表 

(2) アウトプット（簡易氾濫解析図、対策緊急度判定個表） 

４．総合判定結果
緊急整備の優先度が高い
早急な整備が望まれる

整備の緊急性は低い ●

【 農村整備第一課・第二課 TEL 019-631-3203 】 
 

６ ため池調査・氾濫解析業務について 
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「ため池調査・氾濫解析業務」で作成したデータベースをもとに抽出された「防災重点た

め池」は、下流域への影響度に応じて対策を講じる必要があります。本業務では、詳細な条
件により氾濫シミュレーションを実施、ため池ハザードマップを作成します。 

 

(1) ため池ハザードマップ作成業務の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【 農村整備第一課・第二課 TEL 019-631-3203 】 

 

氾濫シミュレーション 

現地調査 

ワークショップの参加 

ため池ハザードマップ作成 

「ため池調査・氾濫解析業務」で行う簡易氾濫解析に比べ、
より詳細な条件により氾濫シミュレーションを実施します。 
使用ソフト：ＳＩＰＯＮＤ（Professional 版） 

地域住民参加のワークショップに参加し、過去の被害履歴
等の情報収集や避難場所の確認を行います。 

浸水想定区域図に避難場所及び連絡体制等の情報を明示し
て、ため池ハザードマップを作成します。 

現地調査により、条件設定や氾濫シミュレーションによる
氾濫エリアの妥当性を確認します。 

(2) アウトプット（氾濫シミュレーション、ため池ハザードマップ） 

ハザードマップ作成に向けた技術的な支援を行いますので、ご相談ください。 

７ ため池ハザードマップ作成業務について 

ワークショップの開催 

氾濫シミュレーション 

ため池 

ため池 
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利用されていないため池は、適切な保全・管理が行われていない場合が多く、堤体が決

壊し災害が発生する恐れがあるため、ため池としての機能を廃止する必要があります。 
本業務では、ため池の廃止にあたり、決壊した場合の想定被害額の算出、廃止工事のた

めの測量設計、工事費積算を行います。 
   
(1) ため池廃止計画業務の流れ 
 

  
      
 
   
 

 
  

 
 
 

 
 
 
(2) ため池廃止工事の実施例 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため池廃止計画に係る技術的な支援を行いますので、ご相談ください。 

現地にてため池周辺の地形、施設形状等を把握し、設計に必
要となる諸元調査を行います。 

必要に応じて、既存資料などを活用して、ため池決壊時の想
定被害額の算定や氾濫解析図の再解析を行います。 

被害想定額の算定のみの業務も可能です。 

現地測量を行い、ため池廃止（堤体の開削、切下げ等）の 
設計を行います。 

設計内容をもとに工事費を算定します。 

現地調査 

想定被害額の 
算定 

ため池廃止 
測量設計 

工事費積算 

【 農村整備第一課・第二課 TEL 019-631-3203 】 
 

８ ため池廃止計画業務について 

堤体を開削 

工事前 工事後 

開削箇所 

堤体を開削することでため池の決壊を未然に防ぎ、下流域の湛水被害リスクの低減
を図ります。 
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災害査定など災害復旧を強力にサポートします。 
災害復旧事業を実施するためには、災害査定設計書作成に必要な「現地調査」や「測

量設計」、「積算」のほか、国から派遣される査定官と立会官による「災害査定」を受
ける必要があります。 

本会は、これまで、東日本大震災津波や平成 28 年台風第 10 号災害、令和元年東日
本台風災害をはじめとした数多くの災害査定設計書作成業務を受託し、県及び市町村
の支援を行ってきました。 

  水土里ネットいわては、「農業・農村のセーフティネットを目指す」を組織目標とし
ており、災害発生時には、これまでの経験と技術力を活かし、早期の営農再開に向け
てサポートします。 

(1) 災害発生時から災害査定、工事発注までの流れ 

        
 

 
  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（朱入れ） （実地査定） 

「暫定法第 2 条第 7 項」により、1 箇所の工事の費用が 40 万円以
上の場合、災害復旧事業の対象となります。 

本会職員が現地に出向き、必要に応じ現地確認用タブレット、ドロ
ーン等を活用して、災害復旧事業に該当するか否かの判断（地区の絞
り込み）や、工法選択等について県・市町村担当者と協議をします。 
 

コンサルタントの協力を得て平面・縦横断測量等を行い、被災箇所
の状況を詳しく把握します。その上で、現地に合った設計案を策定し、
再度県・市町村担当者と協議し工事の方法等を確定させます。 

積算は「積み上げ方式」と「総合単価方式」の２種類ありますが、
災害査定後に速やかな工事発注を行うことを念頭に置き、本会では原
則「積み上げ方式」により査定設計書の作成をします。 

※ 本会は県・市町村が使用している積算システムの使用を許諾され
た団体です。 

本会では、実地査定（机上査定）においては、申請者である市町村
担当者の説明及び計測の補助等を行います。申請内容が査定された場
合は、「朱入れ」に向けて図面・数量計算書、積算書等の査定設計書の
修正作業を行います。 

査定結果を踏まえ、本会が図面・数量計算書・積算書を工事発注用
に修正します。積算は査定時に「積み上げ方式」で作業を行っていま
すので、発注用設計書作成の迅速な対応が可能です。 

災害発生 

現地調査 

測量設計 

積  算 

災害査定 

工事発注 

土地連 

査定官 

立会官 

申請者 

(市町村) 

県随行 

９ 災害支援業務について 
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(2) 災害委託額の算定方法について 
委託額の算定基準は、委託額を適正・迅速に算定することを目的に、「岩手県農村防

災・災害対応支援連絡会」（以下、「連絡会」という。）で制定しています。 

本会が災害復旧事業を受託する場合、連絡会基準【委託額標準単価（令和５年度制定
連絡会基準）】に基づき委託額を算定し、市町村と協議させていただきます。 

  
ⅰ）査定設計業務（被災調査から査定まで）（令和５年度の例） 

① 委託料標準値 
申請額 1,000 千円未満 1,000 千円以上 

10,000 千円未満 10,000 千円以上 
 
適用区分 ②の算定式により求められた率とする。但し、変数値は下記による。 

ａ ｂ ａ ｂ ａ ｂ 
率又は変数値 -40.25000 88.4 -2.06820 46.5 -0.17664 28.6 
② 算定式 

   Ｙ＝ａＸ＋ｂ  ただし、Ｙ：委託料率（％）、Ｘ：申請額（百万円）              
ⅱ）実施設計業務（発注設計への組替）の算定式 

   Ｙ＝(-0.01777Ｘ＋5.41)×0.9  ただし、Ｙ：委託料率(％)、Ｘ：査定額(百万円) 
    なお、算定式の「0.9」は変更設計 1 回の場合です。 
 ⅲ）委託料算定例                     （単位：％、千円） 

対象額 査定設計 実施設計(単価組替) 計 
申請額 
査定額 委託料率 委託料 委託料率 委託料 委託料率 委託料 

400 72.30 289 4.86 19 77.00 308 
1,000 44.43 444 4.85 48 49.20 492 
2,000 42.36 847 4.83 96 47.15 943 
5,000 36.15 1,807 4.78 239 40.92 2,046 

10,000 26.83 2,683 4.70 470 31.53 3,153 

 (3) 農地・農業用施設の復旧支援に関する協定について 
    東日本大震災津波や平成 28 年台風第 10 号災害、そして令和元年東日本台風災害に

よる被害など、近年は大規模な自然災害が頻繁に発生しています。 
災害発生時という特殊な状況のもと、現場での調査業務等に不安なく速やかに着手で

きるよう、あらかじめ市町村と土地連が協定を締結しています。 
現在、岩手県内 33 市町村の内、28 市町村と協定を締結済みです(令和５年３月末現在)。 

(4) 本会の災害対応状況 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 農村整備第一課・第二課：TEL 019-631-3203 】 

災害実地査定の説明・計測補助 

災害復旧や協定に関することなど、何でもご相談下さい。 

現地での査定設計書等作成状況 
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計画対象処理区及び汚水処理施設における維持管理への課

題への対策案について、総合的に調整し、維持管理適正化計

画を策定

１
年

１
年

事業計画書を添付し、県へ提出

県は適当と認める場合、農政局へ事業実施計画報告

施設の再編・集約、施設規模・処理方式の適正化、省エネル

ギー技術等の新技術の導入の検討

維持管理適正化計画の対策案に要する対策費を概算で算定

維持管理適正化対策案について、計画対象処理区の課題の

重要度や緊急性等に留意して対策時期を検討

維持管理適正化計画案について、効率化・適正化の内容（削

減額又は効果等）を整理

対象施設の概要を把握するとともに、現状の雄処理施設の状

況と維持管理状況についての調査を実施

施設調査の結果を基に計画対象処理区及び汚水処理施設の

維持管理に関する課題等を整理

施 設 調 査

課 題 の 抽 出

適 正 化 対 策 の 検 討

適 正 化 対 策 費 算 出

適正化対策時期検討

効率化・適正化の内容

維 持 管 理 適 正 化

計 画 策 定

事 業 実 施 申 請

承 認 通 知

 

 

国庫補助事業を活用した農業集落排水施設の長寿命化をサポートします。 
岩手県内では、昭和 58 年度の室岡地区を皮切りに整備が進められ、現在 20 市町村で 99

箇所の農業集落排水施設が稼働しています。古いものでは、整備後 40 年近く経過しており、
施設の劣化が致命的な状態になる前に、現状を把握し、適時・適切な修繕と更新を計画的に
進めていくことが必要です。 
 

(1)  維持管理適正化計画 
① 取組内容 

既設の農業集落排水施設の調査結果を基に施設の再編・集約、施設規模又は汚水処
理方式の適正化、省エネルギー技術導入等、維持管理の効率化・適正化に向けた対策
を総合的に検討し、維持管理適正化計画を策定します。 

ストックマネジメントの実施や更新整備を行う際に、維持管理費及び機能保全対
策費の更なる軽減が図られ、持続的な公営企業会計の実現が可能となります。 
 

② 取組の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤線枠内が維持管理適正化計画の該当個所 

10 農業集落排水事業について 
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(2)  機能強化対策 

① 取組内容 
国庫補助事業での既設の農業集落排水施設の改築にあっては、最適整備構想及び維持

管理適正化計画が策定されており、当該施設の改築に要する費用が 200 万円以上で、且
つ下記のいずれかを満足していることが必要です。農業集落排水施設（管路施設、汚水
処理施設）の増改築及び老朽化した施設の機能回復を図ります。 

 

 

 

 

 

 

② 取組の流れ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ※赤線枠内が機能強化対策の該当個所 
 
 
 
 

・維持管理が適切に行われている施設であって、原則として供用開始後７年以上経過
していること。 

・供用開始後に汚水処理の対象人口の著しい増加、処理水の水質基準の強化、その他
既存の施設を取巻く条件、または環境の変化が認められること。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施

７
年

以
上

経
過

事業計画で作成した必要書類を添付し、県へ提出

県は事業計画を審査し、農政局へ報告

農村総合整備モデル事業、農村基盤総合整備事業、農業集落排水事業

等によって建設された施設

事業の導入については、最適整備構想を策定していることが必須条件と

なる

施設の更新又は改造の要否について、詳細調査と工法の検討、事業効

果算定を行う

　※農山漁村地域整備交付金実施要領別紙4-1運用2第1の2の(2)

計画概要書(事業実施申請書、資源循環促進計画概要表、事業計画書、

計画構想図等)の作成

　※補助対象外

２
～

３
年

程
度 汚水処理施設及び管路施設の実施設計

汚水処理施設及び管路施設の更新・改築工事

１
年

供 用 開 始

診 断 ・ 構 想 策 定

調 査 計 画

事 業 計 画

事 業 実 施 申 請

事 業 計 画 承 認 通 知

実 施 設 計

工 事

施設の更新又は改造の要否について、詳細調査と工法の検討、事業効

果算定を行う

計画概要書(事業実施申請書、資源循環促進計画概要表、事業計画書、

計画構想図等)の作成

-16-



 
 

① 複数施設（処理場、中継ポンプ場）の維持管理費を安くかつ一括監視したい。 

② 処理場や中継ポンプ場のポンプを高効率型に替えて維持管理費の低減を図りたい。 

③ 処理場の水槽部コンクリートが劣化しているため対策を講じたい。 

④ 処理水質をもっと良くしたい。 
（既存施設を改造して処理性能を高める。） 

⑤ 処理場周辺の臭気対策を図りたい。 
（脱臭装置を設置する。） 

⑥ 地区内の人口減少により処理場や中継ポンプの規模を見直したい。 
（大型浄化槽への切替等） 

⑦ 地区内の住宅団地の計画により管路の増設や中継ポンプ場の能力を検討したい。 
 

 

 

 

 

 

 
農業集落排水事業について、お気軽にご相談ください。 

 
【 農村整備第二課：TEL 019-631-3204 】 

 

機能強化対策ではこのような要望にも対応いたします 

蓋の劣化 水槽内ｺﾝｸﾘｰﾄの劣化 ポンプの劣化 制御盤内の配線の劣化 
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【農地維持及び資源向上毎の取組状況】 
 

 

農業・農村が持つ多面的機能の維持・発揮の地域活動を支援します。 
 

(1) 多面的機能支払交付金の実施状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 令和４年度の取組状況 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理の関係上、内訳と合計値が一致しない場合があります 

 

(2) 水土里ネットいわての取組 
水土里ネットいわてでは、岩手県多面的機能支払推進協議会から事務処理の一部を受託

し、活動組織に対し下記支援を行っています。 
 

○農地・水専門員をご活用ください！ 
『岩手県多面的機能支払推進協議会』からの要請を受け、農地・水専門員４名が、活動

組織に対して経理等の事務指導や施設補修に係る技術指導、活動組織の広域化の推進に係
る助言、現地指導等を行っていますのでご活用ください。  

地域共同による農地・農業用水等の資源の保全管理と農村環境の保全向上の取組を支
援するため、「農地・水保全管理支払交付金」は平成 19 年度に創設され、平成 24 年度
以降、２期対策として実施されてきました。平成 26 年度からは、農業農村の持つ多面的
機能の維持発揮の確保や維持拡大に取組む担い手農家の負担軽減などを目的として「多
面的機能支払交付金」が創設され、平成 27 年度から法律に基づく制度となりました。 

本県においては、令和４年度末現在約 7 万 7 千 ha の農地において、1,049 の活動組織
により共同活動が実施されています。 

11 多面的機能支払交付金について 

【市町村別農振農用地カバー率】 

割合(%) 着色
75～100
50～75
25～50
～25

水田 畑 草地 合計

農地維持 1,035 68,295 6,939 1,942 77,177

資源向上支払
(共同活動)

883 63,951 6,520 1,859 72,331

資源向上支払
(長寿命化活動)

748 51,239 5,097 1,129 57,465

活動組織総数 1,049

事業区分 組織数
対象農用地面積(ha)
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○市町村からの依頼に基づき、活動組織から提出された事業計画の審査を行います。 
○活動組織に対する制度説明会や研修会等を開催します。 
○県や市町村と連携し、活動組織が行う活動に対する指導、助言を行います。 
○市町村から依頼のあった活動組織の実施状況報告書の確認を行います。 
○広報誌やホームページ等により多面的機能支払交付金に係る情報提供を行います。 
○多面的機能支払の活動に係る安全啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地・水専門員による指導・助言 水路補修研修会の状況 

＜農地・水専門員が支援する具体的な内容＞ 
 ① 活動組織の広域化への助言、保全組織の運営指導 
   事務運営の助言、研修会の講師等 
 ② 施設の補修・更新に関すること 
   補修工法の選定の方法や水路断面決定の方法について等 
 ③ 工事の実施方法について 
   工事を外注するときの契約方法や直営施工する場合の進め方と留意点について等 
 ④ 工事の施工管理と出来形管理 
   施工管理方法や効率的な出来形管理方法について等 
 ⑤ 経理や関係書類作成の事務指導 
   金銭出納簿や活動記録、実績報告書や交付申請の作成方法、記録写真の撮り方等   

安全啓発ポスターの作成配布 長寿命化の現地確認支援 
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(3) 多面的機能支払でできること 
 

○農地維持支払 
  農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など基礎的な共同活動を支援します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※① 遊休農地発生防止のための保全管理として農用地の「鳥獣害防止活動」、「排水対
策」、「不陸整正」、「除礫」等が実施可。 

② 施設の適正管理として、農用地・水路・農道における雪対策として除雪作業可。 
③ 水路・ため池の転落防止柵等について、老朽箇所の補修可。 

○資源向上支払 
農用地、水路、農道等の施設の補修や更新、植栽やビオトープづくりなどの共同活動

を支援します。 
 

 
 

 

 

 

 

※① 水路・ため池の転落防止柵等について、老朽箇所の補修可。 
② 水質保全のため、非かんがい期において営農に支障のない範囲で池干し可。 
③ 田区排水工の更新可。（長寿命化） 
④ 暗渠排水の補修・更新可。（長寿命化） 
⑤ 給水栓・スプリンクラーの補修・更新可（長寿命化） 

 

 

 

 

多面的機能支払交付金について、お気軽にご相談ください。 

【 資源保全推進室：TEL 019-631-3207 】 

目地補修等による水路の保全管理 

耕作可能な状態への農地の保全管理 

土水路をｺﾝｸﾘｰﾄ水路へ 

砂利の補充等による農道の保全管理 鳥獣害防止柵の設置 

排水の流量調整による水田の雨水貯留
機能の強化（田んぼﾀﾞﾑ） 

加算措置あり 
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小水力等再生可能エネルギーの活用施設導入に向けた取組をサポートしま
す。 
 

(1) 再生可能エネルギー導入の背景 
土地改良区等の施設管理費負担軽減を図るため、農業水利施設を活用した小水力発電

施設の導入が進められています。 
○助成制度の一例 

                                          

(2) 再生可能エネルギーによる県内の発電事例 
令和４年度までに県内 10 地区で小水力発電施設が稼働しております。 

  また、水土里ネットいわてでも太陽光発電施設が稼働しております。  

 

(3) 小水力等再生可能エネルギー導入に係る取組 
農村地域に再生可能エネルギーを円滑に導入するため、現地研修及び事務研修の開

催・参加、関係機関からの各種情報を提供しております。 
 

小水力等再生可能エネルギー導入については 
岩手県農業水利施設小水力等発電推進協議会※  にお気軽にご相談ください。 
（※事務局：岩手県農林水産部農村計画課、水土里ネットいわて） 

【 管理指導課：TEL 019-631-3202 】 

事業種類 対象施設 事業主体 補助率 助成内容・条件 

農山漁村
地域整備
交付金の
うち地域
用水環境
整備事業

ほか 

小水力
発電 
施設 

県、市町村、
土地改良区等 

1/2 
ほか 

・土地改良施設や農業農村振興に資
する公的施設の維持管理費の節減
を見込むものであること。 

・整備された施設の適正な維持管理
が行われること。 

・整備する施設の費用が[建設費×発
電事業者費用負担率]/[年間売電収
入-年間維持管理費]≦[総合耐用年
数×1/2]を満足すること。 

八幡沢発電所 
（管理主体：照井土地改良区、最大出力 19.9 kW） 

水土里ネットいわて発電所 
（管理主体：水土里ネットいわて、最大出力 47.5kW） 

12 小水力等再生可能エネルギーについて 
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ＵＡＶ（ドローン）を活用した各種調査や計画策定等をサポートします。 
(1) ＵＡＶの技術は日進月歩 

 
(2) 農業農村整備における UAV の活用例 

○ 鳥瞰映像（写真）による事業効果の確認 
 事業着手前と完
了後の鳥瞰映像（写
真）を撮影すること
で、ほ場整備による
大区画化の状況等
を確認することが
できます。 
 

 
 
  ○ 災害復旧計画策定における UAV の活用 

令和２年７月の豪雨災害で被災した
農地の査定に UAV による測量成果を
利用しました。また、災害発生直後に
UAV を利用することで、迅速かつ安全
に状況の把握ができることが実証され
ています。 
※水土里ネットいわてでは、航空法による許可申 
請により、目視外飛行の許可を取得しています。 

 
 
 
 

UAV 操縦状況 

13 ＵＡＶ（ドローン）の活用について 

工事中のほ場整備地区を鳥瞰で撮影 
（奥州市胆沢、若柳中部地区） 

UAV とは、「無人航空機（Unmanned aerial vehicle）」
の略で、一般に「ドローン」と呼ばれています。 

現在、UAV は建設工事で多く使われているほか、農
業分野でも施肥や防除に実用化されています。また、
UAV を活用した技術は日進月歩で、活用の場が急速に
広がっています。 

水土里ネットいわてでは、測量性能に優れた機体の
導入に加え、撮影画像の 3D 化、縦横断図作成ソフト
を導入しており、今後、農業農村整備における各種調
査や計画策定等へ UAV を積極的に活用していきます。 

UAV 撮影による平面図（デジタルオルソ） 

撮影画像の３Ｄ化で、現況の縦横断図の作成
が簡単に行えます。また、計画図面を重ねる
ことで、数量計算を行うことができます。 横断図（土工断面図） 
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2D のほ場整備計画平面図 

UAV 自動撮影動画（洪水吐の状況） 

3D のほ場整備計画平面図 

○ その他 
・ほ場整備計画における 3D 図面作成 
・換地における一時利用地指定図作成 
・農地法面等の草刈り面積の計測 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

(3) 農業用水利施設等の施設管理の省力化・高度化の可能性検証 
○ UAV の活用による施設管理の省力化 

UAV の活用による用水路の巡回管理やダ
ムをはじめとした大規模施設の管理・点検
の省力化に向けた検証と実用化に向けた検
討を進めています。 

 
 
 
 
 
 
 
      

 

○ 水土里情報システムとの連携による施設管理の高度化 
UAV により撮影した画像、動画を水

土里情報システムに登録することで、
これらのデータを確実に蓄積し、関係
機関で共有をすることが可能です。 

 
 
   
  
  
  
     
 

UAV の農業農村整備への活用や新技術について調査研究を進めていきます。 
 

自動飛行ルート設定画面 

UAV 自動撮影画像（水位標） 

UAV の活用について、お気軽にご相談ください。 
【 農村整備第一課・第二課：TEL 019-631-3203 】

画面上での草刈り面積の計測 

水土里情報システムに登録した３D モデル画面 

ウェイポイント 
（水位標） 

予め飛行ルートと点検場所を設定することで、UAV が自動飛行し
水位標やスクリーンのゴミ詰まり状況を自動ズーム撮影します。
UAV による自動巡視の実現に向けた検討を進めています。 

通過点の設定画面 

点検地点の 
クリック 
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揚水機場等に基地局を設置 衛星からの
位置情報 基地局からの

位置補正情報 

 

スマート農業に適した基盤整備の各種調査や計画策定等をサポートします。 
(1) 用排水路の管水路化と用水の完全自動化、新技術の提案 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 農業機械の自動走行に必要な RTK-GNSS 基地局の整備 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

営農の省力化、栽培管理の効率化等を図るため、スマート農業が導入可能な基盤整備の
各種調査や計画策定に向けて、引き続き調査研究を進めていきます。 

 

14 スマート農業に向けた提案について 

スマート農業等に関することについて、お気軽にご相談ください。 
【 農村整備第一課・第二課：TEL 019-631-3203 】

従来の給水栓(手動) 
 

現況の用排水路(開水路) 

遠隔自動給水栓 スマホでの用水管理 

  排水管 
  (埋設管) 

水路上部を農道
等に有効利用 

 農機の移動など営農 
作業上の障害を除去 

用水路 
(埋設管) 

３Ｄ化・農業農村のデジタルツインの構築と用水管理（新技術の調査研究） 

農地・農業用施設
の３Ｄ化と、農業
農村のデジタルツ
インの構築など、
未来のスマート農
業に係る調査研究
にも取り組んでい
ます。 

自動運転での大規模営農が可能に！ 

管水路化 
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水土里情報システムは、農地等に特化したクラウド型地理情報システムです。 

土地改良施設の管理をはじめ、農業関連の業務の効率化を目的として平成 22 年に
整備され、水土里ネットいわてがカスタマイズしながら管理運営しています。 

このシステムは、航空・衛星写真や公図のほか、地形図や農業農村整備事業の履歴
など、さまざまな地図を組み合わせて図面を作成できます。 

 また、多面的機能支払や経営所得安定対策などの現地確認業務を支援する現地確認
用タブレットを提供しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パイプライン交点 

15 水土里情報システムについて 

  

３つの特長 現地確認用タブレット(オプション) 
水土里情報システムの地図情報を利用 

データ通信・GPS・カメラ搭載 
１ 共有地図 
２ 図面作成 
３ 現地確認用タブレット 

共有地図(配管図を表示) 

  

配管交点図 

水土里情報システム(地理情報システム) 
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(1) 「共有地図」様々な地図を組み合わせて利用可能に！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 「図面作成」自由に地図を編集して図面を作成！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「現地確認用タブレット」効率的な現地調査を実現するタブレット！ 

広域で土地勘がない地域でも安心です。（GPS と地番検索で目的地を表示） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 組織 B 組織 

活動組織の対象農用地を見える化 

目的地 

農地筆図 

３つの地図を組合せ 

図面作成例 
①地域計画策定に必要な目標地図 
②農地耕作条件改善事業農地利用図 
 (事業実施前後、機構活用) 
③多面的機能支払活動組織区域図 
④現地調査図(転作確認、荒廃農地、損害評価) 
⑤農地中間管理事業転貸農地位置図 
⑥災害被災箇所位置図 
⑦農業水利施設位置図(維持管理計画書添付図) 
⑧事業地区位置図など 

現在地を表示 

A 法人 
B 個人 
C 個人 
D 個人 

凡例 

農地利用図 

作成イメージ 

地番を選択して目的地を表示 道路を確認しながら現地へ 

活用できる現地確認業務 
多面的機能支払、経営所得安定対策(転作確認)、荒廃農地調査、災害被災調査、 
中山間直接支払、農業水利施設維持管理など 

現在地 

多面的機能
支払活動組
織区域図 

道路地図 

地番検索 航空写真＋公図 

航空写真 
※５年更新 

組み合わせイメージ 
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(4) 活用イメージ 耕作者ごとに瞬時に色分け！タブレットで農地を特定！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) 農業法人向けシステム(機能限定版) 農地の利用拡大をサポート！ 

農業用地図に、営農情報（作物の種類、施肥や防除などの作業内容等）を記録して農
地の利用状況を管理できるほか、地図を自由に印刷することができます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 
C 
D 
E 

凡例 
 耕作者別に色分け 

多面的機能支払 活動組織 

多面的機能支払制度の現地確認＜組織で検索＞ 

[市町村名]：○○市 

[活動組織]：B 活動組織 

A 組織 
現在地 

管理状況 
写真 

B 組織 

耕作者別に色分け 
（耕作者名と面積㎡を表示） 

農地利用図＜耕作者名で色分け＞ 

組織が隣接した地域でも対象の農地を確認可能 
（現在地の北側が A 組織、南側が B 組織） 

記録の例 
（項目の設定は自由） 

項目 記録内容
耕作者 A
面積m2 10,403
作物 米
施肥 実施済
　肥料メモ 肥料200kg
　作業時間 1時間
耕起 実施済
　作業時間 1時間
代掻き 実施済
　作業時間 1時間
田植え 実施済
　作業時間 1時間
病害虫防除 実施済
　農薬メモ 農薬50g
収穫 -
　作業時間 -
乾燥調製 -
　作業時間 -

項目 値

所在地 C字12-1

耕作者名 個人C

区分 出し手

今後の経営意向 離農

所在地 耕作者名 区分 今後の経営意向

A字10-1 法人A 中心経営体 規模拡大

A字10-2 法人A 中心経営体 規模拡大

A字10-3 個人B 出し手 現状維持

B字11 法人A 中心経営体 規模拡大

C字12-1 個人C 出し手 離農

C字12-2 法人A 中心経営体 規模拡大

C字12-3 個人C 出し手 離農

取込み後 
色分け 

Excel の一覧表を取込み 

離農する個人 C（出し手）の農地を法人 A（受け手） 
に利用調整 

「経営農地の管理の省力化」 
「肥培管理や防除の効率化」などの課題を解決します！ 

「どこで」「誰が」利用しているか明らかに！ 

水土里情報システム機能限定版（農業用地図） 
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(6) 水土里情報システム活用事例 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【 水土里情報推進室：TEL 019-631-3205】 

水土里情報システムについて、お気軽にご相談ください。 

①  ほ場整備事業調査着手に向けた各種図面作成【土地改良区】 

ほ場整備事業の調査着手にあたって行ったアンケート結果を水土里情報システムに
取り込み、地域の意向の可視化に活用できます。 

② 地域計画策定に必要な「農地利用現況の地図化」や「目標地図の作成」に活用 
【市町村】 

年齢別構成に色分け 

凡例

65～69歳

70～74歳

75歳以上

凡例

後継者有り

後継者無し

後継者の有無を色分け 

農地のデータを地図に落とし込む「農地利用の地図化」にあたって必要な筆ごとの
着色を一括で処理できます。 
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事務等 

 

(1) 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事 
令和４年４月に改正土地改良法が施行され、連合会が会員から委託を受けて土地改良

事業の工事を行うことが可能となりました。 
委託できる「工事」の範囲は、建設工事の施行のみではなく、工事に必要な調査・計

画・測量・設計等の業務に加え、工事監督等の工事施行に係る事務等も含まれます。 
本会は、会員の皆様のご要望にお応えし、土地改良事業の工事を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土地改良事業の工事の範囲と連合会への委託の範囲 
 

(2) 男女共同参画、いわて水土里ネット女性の会 
  令和３年３月に閣議決定された土地改良長期計画において、2025 年度までに土地改良

区（土地改良区連合含む）の理事に占める女性の割合 10％以上とする成果目標が設定さ
れました。本会は、県内土地改良区における男女共同参画を推進しています。 

令和３年度には「いわて水土里ネット女性の会」を発足し、研修会や先進地研修などを
行い、円滑な推進に向けて取組を強化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 その他の業務について 

管理者への施設譲与・管理委託

事業費の清算

賦課金の賦課・徴収

維持管理事業へ

請負代金の支払い

契約手続

測量

地質調査

施設設計

用地補償事務

工事費の積算

契約手続

工
事

施行

マネジメント
（施工管理）

工事監督

調
査

契約手続
地区調査

計画概要書案
の作成

事業計画書案

連
合
会
へ
の
委
託
の
範
囲

（
事
業
実
施
主
体
の
専
権
事
項
を
除
く

）

法手続き

調査

・

測量

・

設計

工
事
契
約

の
範
囲

工事完成検査

施設引渡

委
託
①

調
査

委
託
②

設
計

委
託
③

施
工

委
託
業
務
契
約

調
査
～
施
工
を

一
括
委
託

事
業
着
手
段
階

事
業
実
施
段
階

事
業
完
了
段
階
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(3) 広報、教育活動 
  本会の取組や農業農村整備事業の理解を深めてもらうため、絵画コンクールや写真コ

ンクールを開催しているほか、機関紙の発行やメール、ホームページなどを使い、各種
情報を提供しています。 

また、土地改良区役職員に対する研修会や技術者に対する講習会・研修会を始め、地域
の小学生への出前授業などを実施し、農業農村整備に関わる人材の育成に取り組んでい
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 要請活動、政策提案 
  会員の要望に応え計画的な事業推進を図るためには、安定的な農業農村整備事業関係

予算の確保が必要不可欠です。本会は、必要な予算の継続的な措置とともに農業農村の
振興に必要な支援策について、国や県などへ要請活動を行っています。 
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〈総務管理部〉 
総務課：会の組織運営や農業農村整備事業推進のための活動 

管理指導課：土地改良区の運営基盤強化や土地改良施設の維持管理等に関する支援 

水土里情報推進室：ICT 活用による土地改良施設の維持管理の効率化等に向けた支援 

〈農村振興部〉 
農村整備第一課・第二課：農業農村整備事業や災害復旧事業等に関する技術的な支援 

  資源保全推進室：多面的機能支払制度に関する市町村や活動組織への支援 

〈換地部〉 
  換地課：ほ場整備事業に伴う権利関係等調査や計画策定等の換地業務に関する支援 

  測量課：ほ場整備の工事完了後に行う農地の面積測量等の確定測量に関する支援 

 

総 会

監 事 会

総

務

課

管

理

指

導

課

農

村

整

備

第

一

課

総 務 管 理 部

令和５年６月１日現在

水

土

里

情

報

推

進

室

資

源

保

全

推

進

室

農 村 振 興 部

参 与 1

事 業 調 整 監

換 地 部

換

地

課

測

量

課

理 事 会 会 長 1

副 会 長 2

専 務 理 事 1

農

村

整

備

第

二

課

(1) 組織図 

(2) 各課・室の業務概要 

 組織図と各課・室の業務概要について 

役 員 理 事 8 名

監 事 2 名

計 10 名

職 員 参 与 1 名

総務管理部 15 名

農村振興部 19 名

換 地 部 13 名

小 計 48 名

嘱 託 職 員 11 名

計 59 名
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土地改良事業団体連合会の職員は会員からの信頼確保と品質満足度の向上を図るため、
必要な資格を取得し、会として法的な各種業務登録を受け、発注者である会員の支援に努
めています。 

(1) 業務登録の状況 

 

 

 

(2) 資格取得者の状況 

 区分 資格の名称 資格者数 区分 資格の名称 資格者数

技術士（農業-農業土木） 7 名 第２種電気工事士 6 名

技術士補（農業） 18 名 第３種電気主任技術者 1 名

測量士 18 名 ダム管理主任技術者 3 名

測量士補 18 名 農業用ため池管理保全技士 1 名

２級建築士 1 名 農業水利施設機能総合診断士 9 名

畑地かんがい技士 3 名 コンクリート診断士 2 名

畑地かんがい技士補 1 名 基本情報技術者 1 名

土地改良換地士 9 名 応用情報技術者 1 名

農業土木技術管理士 11 名 農業農村地理情報システム技士 2 名

土地改良専門技術者 11 名 臭気判定士 1 名

土地改良補償業務管理者 11 名 浄化槽管理士 12 名

浄化槽設備士 9 名

浄化槽技術管理者 11 名

第２種酸素欠乏作業主任者 11 名

環境計量士(濃度関係) 1 名

２級ビオトープ計画管理士 1 名 下水道管理技術認定(管路施設) 1 名

ＶＥリーダー 20 名 指導監査関係 会計指導員 10 名

１級建築施工管理技士 1 名 無人航空機操縦技能 10 名

１級土木施工管理技士 18 名 無人航空機安全運航管理者 10 名

２級土木施工管理技士 5 名

農業水利施設補修工事品質管理士 1 名

維持管理
関係

施工管理
関係

調査・
測量・
設計・

換地関係

電気関係

発注者支援技術者
(審査・検査・設計・積算・監督)

14 名

発注者支援技術者
(審査・積算・監督)

10 名

集落排水
関係

UAV(ドロー
ン)関係

情報関係

 業務登録及び資格取得状況について 

※本表に掲載していない資格取得者数も含む 

資格者取得者数 延べ 305 名 

●農業農村整備事業発注者支援機関認定 東北農政局品質確保協議会 第2102号 R3.3.31

●測量業者登録 東北地方整備局 第（３）-33101号 R3.4.1

●建設コンサルタント登録 東北地方整備局 農業土木部門　建03第9698号 R3.4.1
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2023 年６月作成 

所 在 地 

〒020-0866 岩手県盛岡市本宮二丁目10番１号 
TEL（019）631-3200 ／ FAX（019）631-3260 

至青森・八戸 至青森・八戸

至市内

至市内

雫石川

盛南大橋
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●ﾛｰｿﾝ ■土地改良会館

●GS

本宮小学校●
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土地改良区、土地改良事業団体連合会の愛称です。   
 
水：農業用水、地域用水などを表します。 
土：土地、農地、土壌などを表します。 
里：農村空間、農家や地域住民が一体となった 

生活空間などを表します。 
 

み ど り 
『水土里』豊かな自然環境、美しい景観、地域コミュニティ
を将来に向けて守っていく土地改良区の役割と姿を表現し
ています。 

『水土里ネット』とは？ 
https://www.iwatochi.com/ 

ホームページ 

  岩手土地連 検 索

←スマートフォンで 
最新情報をチェック！ 

※土地改良事業団体連合会が入っている建物は、 
「土地改良会館」といいます。 
 

  アクセス 
・ＪＲ盛岡駅より徒歩20分 
・JR盛岡駅東口バスのりば「13番」から 

「イオンモール盛岡南」行き 
「盛南大橋南」下車徒歩5分 

https://www.iwatochi.com/

